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１ 適用範囲  
本規格表は、航空自衛隊恩納分屯基地において調達する糧食品について令和８

年４月１日から適用する。  
  
２ 納品  
（１）納品場所  

恩納分屯基地給養係検収所とする。  
（２）納品時間  

平日とし、納品時間については次の各号を基準とする。  
ア ０８：３０～１２：００ 
イ １３：００～１５：００  
ただし、弁当及びパン、その他特に指定したものは、上記納入時間にかかわ

らず指定した時間とする。  
なお、都合により納入時間に遅延する場合は、給食担当官に速やかに連絡す

るものとする。  
 
３ 本規格表の使用要領  
（１）本規格書の規定番号は「糧食購入要求書」の規格番号に使用する。  
（２）この規格書に規格等を定めていない糧食品については、必要の都度別に示

す。  
（３）本規格表に疑義のある場合は、契約担当官又は給食担当官と調整すること。  
  
４ 検査  
（１）受領検査は、本規格表に基づき品質検査及び数量検査を実施する。  
（２）受領検査に合格しない糧食品については、遅延なくこれを交換し、再検査を

受けるものとする。  
  
５ その他  
（１）梱包は、規格に示す他、衛生的な容器を使用するものとする。  
（２）本規格表の取扱い及び保管について充分留意するものとする。  
（３）その他、調整事項等については、その都度示す。  
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共通項目 

 １ 日本農林規格に定められた品目に
ついては、それぞれ該当する規格に
適合するものとする。 

２ 乾物においては、乾燥良好でカビ
等を認めないものとする。 

３ 異味、異臭、不純物の混入のない
ものとする。 

４ 生物以外は、製造後６ヶ月以内の
ものとする。 

1 － 1 精白米 ｋｇ 
１ 内地米とする。 

銘柄、年度、類別及び等級は、そ
の都度示す。 

1 － 2 もち米 ｋｇ 
１ 国内産水稲もち米 

その他１－１の２項と同等なもの
とする。 

1 － 3 小麦粉 ｋｇ 
１ １等級の薄力粉で無漂白のものと
する。 

２ １ｋｇ入りとする。 

1 － 4 でんぷん ｋｇ 
１ じゃがいもでんぷんとする。 
２ １ｋｇ又は、５００ｇ入りとす
る。 

1 － 5 パン粉 ｋｇ 
１ 粉末は荒く、色の白い乾燥良好な
ものとする。 

２ ２ｋｇ入りとする。 
1 － 6 白玉粉 袋 １袋３００ｇ入りとする。 

1 － 7 もち ｋｇ 
１ １－２を原料としてつきあげたも
のとする。 

２ 真空パックされたものとする。 

1 － 8 切ふ ｋｇ 

１ 良質な小麦強力粉から製造された
ものとする。 

２ 食品衛生法による食用着色料のみ
使用したものとする。 

1 － 9 花ふ ｋｇ 
１ １－８に準ずる。 
２ 乾燥良好なものとする。 

1 －10 マカロニ ｋｇ 

１ 小麦粉強力粉とデュラム小麦のセ
モリナを使用し特有の色及び艶のあ
るものとする。 

２ １袋４ｋｇ入りとする。 
1 －11 ス パ ゲ ティ ー ｋｇ １－１０に準ずる。 
1 －12 冷麦 ｋｇ 切歯２４番を使用のものとする。 
1 －13 そうめん ｋｇ 切歯２８番を使用のものとする。 

1 －14 干そば ｋｇ 
切歯１８～２２番を使用のものとす
る。 

1 －15 茹うどん ｋｇ 
１ 茹めんとする。 
２ １－３の薄力粉を使用し、色は白
く粘り気のあるものとする。 
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３ ２ｋｇずつポリエチレンの袋に通
風を考慮し包装したものとする。 

４ 納品当日に製造されたものとす
る。 

1 －16 茹そば ｋｇ 

１ 蕎麦粉を３０％以上使用し、硬め
に茹でたものとする。 

２ その他は、１－１５の３及び４項
に準ずる。 

1 －17 茹中華めん ｋｇ 

１ １－３の薄力粉を使用し、特有の
香りとちぢれがあるものとする。 

２ その他は、１－１５の３及び４項
に準ずる。 

1 －18 焼 そ ば め ん ｋｇ １－１７に準ずる。 
1 －19 生 ラ ー メ ン ｋｇ 鮮度良好で粘りのないものとする。 
1 －20 沖 縄 そ ば ｋｇ １－１５に準ずる。 
1 －21 ビ ー フ ン ｋｇ １袋２００ｇ入りとする。 

1 －22 春 雨 ｋｇ 

１ 乾燥充分で色は、白く、折れてい
ないものとする。 

２ 水に浸して弾力性及び光沢のある
ものとする。 

1 －23 車 ふ ｋｇ 
１ 小麦粉を使用したものとする。 
２ 袋入りとする。 

1 －24 (冷)食パン 本 ３斤棒で１８ｍｍカットとする。 
1 －25 ホットドッグパン 袋 １個７０ｇで１０個入りとする。 
1 －26 柏 餅 個 １個６０ｇ程度とする。 

1 －27 ショートケーキ 個 
１ １個１３０ｇ程度とする。 
２ 冷凍品も可とする。 

1 －28 天 ぷ ら 粉 個 １袋７００ｇ入り程度とする。 
1 －29 健 康 七 穀 米 ｋｇ １袋１.２ｋｇ入りとする。 
1 －30 冷凍うどん ｋｇ １玉２５０ｇ程度 ５食入りとする。 
1 －31 冷凍中華めん ｋｇ １玉２００ｇ程度 ５食入りとする。 
1 －32 冷 凍 そ ば ｋｇ １玉２００ｇ程度 ５食入りとする。 
1 －33 (冷)クロワッサン 袋 １袋８個入りとする。 
1 －34 もち粉 袋 １袋１ｋｇ入りとする。 
1 －35 (冷)ちゃんぽん麺 ｋｇ １玉２００ｇ程度 ５食入りとする。 

1 －36 ナ ン 袋 
冷凍品で１枚１００ｇ １袋５枚入り
とする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 日本農林規格に定められた品目に
ついては、ＪＡＳマーク入りとす
る。 

２ 乾物においては、乾燥良好なもの
とする。 

３ 異味、異臭及び異物混入のないも
のとする。 

2 － 1 し ょ う 油 本 

１ 特有の香気、うま味等がある濃口
しょう油とする。 

２ １．８Ｌペットボトル入りものと
する。 

2 － 2 薄口しょう油 本 
１．８Ｌペットボトル入りのものとす
る。 

2 － 3 パックしょう油 本 
１ ２－１の１項に準ずる。 
２ ５００ｍｌペットボトル入りのも
のとする。 

2 － 4 ウスターソース 本 
「イカリ」製品同等品以上で、３００
ｍｌペットボトル入りのものとする。 

2 － 5 トンカツソース 本 ２－４に準ずる。 

2 － 6 赤 み そ ｋｇ 

１ 大豆を使用し、脱脂大豆又は、ミ
ールを使用したものを除く。 

２ 色沢は、熟成成分にして鮮赤褐色
のものとする。 

３ 香味は、特有の香味があり、塩分
１３％程度のものとする。 

４ 外観は、細かく密にすってありカ
ビ等を認めないものとする。 

５ １ｋｇ又は、２ｋｇ入りとする。 

2 － 7 白 み そ ｋｇ 

１ 色沢は、熟成十分な淡色辛みそ、
塩分１０％程度とる。 

２ 業務用で２０ｋｇ入りとする。 
３ その他は、２－６に準ずる。 

2 － 8 赤 だ し み そ ｋｇ ２－６に準ずる。 

2 － 9 食   酢 本 

１ 穀物酢とする。 
２ 「ミツカン」製品同等品以上で、
１．８Ｌペットボトル入りのものと
する。 

2 －10 食   塩 ｋｇ 
１ 塩化ナトリウム９９％以上の精製
塩とする。 

２ １ｋｇ袋入りとする。 

2 －11 食 卓 塩 個 
１ 塩化ナトリウム９９％以上、炭酸
マグネシウム０．４％とする。 

２ １００ｇ瓶入りとする。 
2 －12 上 白 糖 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
2 －13 グ ラ ニ ュ ー 糖 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
2 －14 角 砂 糖 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
2 －15 シュガーパック 袋 ３ｇ袋入りとする。 
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2 －16 カ レ ー 粉 缶 
１ 香辛調味料が良好で塊のないもの
とする。 

２ １缶４００ｇ入とする。 

2 －17 カ レ ー ル ウ ｋｇ 
１ 香辛調味料が良好でフォンドボー
入りとする。 

２ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 
2 －18 ハ ヤ シ ル ウ ｋｇ ２－１７に準ずる。 
2 －19 トマトケチャップ缶 缶 １号缶３３００ｇ入りとする。 
2 －20 トマトケチャップ 本 ５００ｇ程度チューブ入りとする。 
2 －21 トマトピューレ 缶 １号缶３３００ｇ入りとする。 
2 －22 卓上こしょう 個 ２０ｇ程度瓶入りとする。 
2 －23 こ し ょ う 缶 ４００ｇ程度缶入りとする。 
2 －24 味塩こしょう 個 ２５０ｇ程度入りとする。 
2 －25 マ ス タ ー ド 個 ４０ｇ程度チューブ入りとする。 
2 －26 粉 わ さ び 袋 業務用３５０ｇ程度袋入りとする。 
2 －27 唐 辛 子 粉 缶 業務用４００ｇ程度缶入りとする。 
2 －28 七 味 唐 辛 子 粉 個 １８ｇ瓶入りとする。 
2 －29 ガ ー リ ッ ク 缶 業務用４００ｇ程度缶入りとする。 

2 －30 おろしにんにく ｋｇ 
１ 業務用生にんにく１００％使用と
する。 

２ １ｋｇ入りとする。 

2 －31 食    油 缶 
大豆白絞油１缶１６．５ｋｇ入りとす
る。 

2 －32 サ ラ ダ 油 本 １．８Ｌペットボトル入りとする。 

2 －33 胡 麻 油 本 
胡麻６０％以上で４００ｇ程度瓶入り
とする。 

2 －34 み り ん 本 
１．８Ｌペットボトル入りの本みりん
とする。 

2 －35 
フレンチドレッシン
グ 

本 
乳化タイプの白で１７０ｍｌ入り程度
とする。 

2 －36 複 合 調 味 料 ｋｇ 

１ Ｌ－グルタミン酸ナトリウム 92％
とする。 

２ ５－リボヌクレオタイドナトリウ
ム８％とする。 

３ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 

2 －37 グルタミン酸ソーダ ｋｇ 
１ １ｋｇ袋入りとする。 
２ 単一化学調味料とする。 

2 －38 だ し の 素 ｋｇ 
１ 鰹、椎茸、昆布、貝風味を生かし
た和風調味料とする。 

２ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －39 コンソメスープの素 ｋｇ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －40 中華スープの素 ｋｇ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －41 ホワイトルウ ｋｇ ２－１７に準ずる。 

2 －42 
ポタージュベースの
素 

ｋｇ 
業務用乾燥スープ５００ｇ入りとす
る。 

2 －43 マ ヨ ネ ー ズ 本 
１ 製造後２ヶ月以内のものとする。 
２ ５００ｇチューブ入りとする。 
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2 －44 袋マヨネーズ 袋 
１ 製造後２ヶ月以内のものとする。 
２ １５ｇ袋入り程度とする。 

2 －45 ポ ン 酢 本 ３６０ｍｌ入り程度とする。 

2 －46 焼 肉 の た れ 本 
４００ｍｌ入り程度とし、辛口タイプ
のものとする。 

2 －47 焼そばのたれ 本 業務用１．８Ｌ入りとする。 

2 －48 中華ドレッシング 本 
分離液状ドレッシングで１５０ｍｌ入
り程度とする。 

2 －49 
サウザンドレッシン
グ 

本 
アイランドドレッシングで１５０ｍｌ
入り程度とする。 

2 －50 
深煎り胡麻ドレッシ
ング 

本 １５０ｍｌ入りとする。 

2 －51 清    酒 本 
旧等級の１級酒同等品以上で１．８Ｌ
入りとする。 

2 －52 酒    粕 ｋｇ 
１ 純米酒の酒粕とする。 
２ 白色で板状、変質等のないものと
する。 

2 －53 調理用ワイン 本 
１ 白ワインとする。 
２ ５５０ｍｌ入りでコルク栓は、不
可とする。 

2 －54 ホットソース 本 ２４０ｇ入りとする。 
2 －55 Ａ １ ソ ー ス 本 ２４０ｇ程度瓶入りとする。 
2 －56 ラ ー 油 個 卓上用３３ｍｌ入りとする。 
2 －57 粉さんしょう 個 卓上用１２ｇ入りとする。 

2 －58 そばつゆの素 本 
和風だし希釈用で１．８Ｌ入りとす
る。 

2 －59 土 佐 酢 本 １５０ｍｌ入り程度とする。 
2 －60 お ろ し 生 姜 個 ４０ｇチューブ入りとする。 
2 －61 マーボードウフの素 ｋｇ １ｋｇ入りとする。 

2 －62 さしみしょう油 本 
１ 溜りしょう油とする。 
２ ２００ｍｌ入り、その他２－１の
１項に準ずる。 

2 －63 タ バ ス コ 本 卓上用、６０ｍｌ瓶入りとする。 
2 －64 ビーフシチューの素 ｋｇ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －65 シチューの素 ｋｇ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －66 か ら 揚 粉 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
2 －67 ホイコーロウの素 ｋｇ 業務用１Ｌ入りとする。 
2 －68 ピ ザ ソ ー ス 本 １８０ｍｌ入りとする。 
2 －69 トマトホール缶 缶 業務用４号缶入りとする。 
2 －70 三 温 糖 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 

2 －71 ステーキソース 本 
１ シャリアピンソースとする。 
２ 業務用１Ｌペットボトル入りとす
る。 

2 －72 
カレー用シーズニン
グ 

本 卓上用、３００ｇ入りとする。 

2 －73 冷し中華のたれ 本 
業務用１．８Ｌペットボトル入りとす
る。 
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2 －74 みそラーメンの素 本 
１ ８～１０倍希釈のものとする。 
２ 業務用１．８Ｌ入りとする。 

2 －75 デミグラスソース 缶 ２号缶８４０ｇ入りとする。 
2 －76 豆 板 醤 個 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －77 ゆ ず ぽ ん 本 １５０ｍｌ瓶入りとする。 
2 －78 ラ ー ド 本 ２００ｇチューブ入りとする。 
2 －79 オイスターソース 本 １３０ｇ瓶入りとする。 
2 －80 醤油ラーメンの素 本 ２－７４に準ずる。 

2 －81 
とんこつラーメンの
素 

袋 １袋１ｋｇ入りとする。 

2 －82 チャンポンの素 缶 １号缶入りとする。 
2 －83 味    塩 本 卓上用、１１０g瓶入りとする。 
2 －84 一 味 唐 辛 子 粉 個 ２－２８に準ずる。 
2 －85 練 り わ さ び 本 ２－６０に準ずる。 
2 －86 練 り 辛 子 本 ２－６０に準ずる。 
2 －87 あ ら 塩 袋 ７００ｇ袋入りとする。 
2 －88 オリーブ油 本 ４５６ｇ程度瓶入りとする。 

2 －89 
冷やし中華のたれ
（胡麻） 

本 
２－７３に準ずる。胡麻ペースト入り
とする。 

2 －90 ペーストチャツネ 個 １０００ｇ瓶入りとする。 

2 －91 
チンジャオロースー
の素 

本 業務用１Ｌ入りとする。 

2 －92 胡 麻 し ゃ ぶ 本 ２５０ｍｌ程度瓶入りとする。 
2 －93 粗挽きこしょう 缶 ４００ｇ程度缶入りとする。 
2 －94 ナ ツ メ グ 缶 ４００ｇ程度缶入りとする。 
2 －95 キ ム チ の 素 本 ４５０ｍｌ程度瓶入りとする。 

2 －96 
シーザードレッシン
グ 

本 １７０ｍｌ程度瓶入りとする。 

2 －97 青じそドレッシング 本 
ノンオイル１９０ｍｌ程度入りとす
る。 

2 －98 昆 布 だ し の 素 Kg 
１ 昆布の旨味をいかした調味料とす
る。 

２ 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －99 丸鶏がらスープ Kg 業務用１ｋｇ入りとする。 
2 －100 卓 上 レ モ ン 個 ７０ｇ程度入りとする。 

2 －101 
ベイリーブス(ロー
レル) 

袋 １００ｇ程度入りとする。 

2 －102 輪切り唐辛子 袋 ２００ｇ程度入りとする。 
2 －103 チーマージャン 個 ４００ｇ程度入りとする。 
2 －104 テンメンジャン 個 １３０ｇ程度入りとする。 
2 －105 コーレーグース 本 １２０g程度入りとする。 
2 －106 は ち み つ 個 ２５０ｇ程度入りとする。 
2 －107 黒   酢 本 ５００ｍｌ程度入りとする。 
2 －108 味 ポ ン 本 ３６０ｍｌ程度入りとする。 
2 －109 おろし生姜Ａ 個 １ｋｇ入りとする。 
2 －110 あらびきマスタード 個 ２１０ｇ程度入りとする。 
2 －111 柚子こしょう 本 １５０ｇ程度入りとする。 
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2 －112 ブルーベリージャム 箱 
ポーションタイプで１箱１４ｇ×４０
個入りとする。 

2 －113 クレージーソルト 本 １１３ｇ程度入りとする。 

2 －114 
イタリアンドレッシ
ング 

本 ２００ｍｌ程度入りとする。 

2 －115 パ プ リ カ 缶 ４００ｇ程度入りとする。 
2 －116 ガーリックパウダー 缶 ４５０ｇ程度入りとする。 

2 －117 調理用赤ワイン 本 
１ 赤ワインとする。 
２ ５５０ｍｌ入りでコルク栓は、不
可とする。 

2 －118 ごま和えの素 袋 業務用５００ｇ袋入りとする。 
2 －119 しょうが焼のたれ 本 業務用２Ｌ入りとする。 
2 －120 味塩こしょう 個 ２５０ｇ入りとする。 
2 －121 ケーパー 本 １５０ｇ入りとする。 

2 －122 浅漬けの素Ａ 本 
エバラ浅漬けの素レギラー５００ｍｌ
入りとする。 

2 －123 浅漬けの素Ｂ 本 
エバラ浅漬けの素昆布だし５００ｍｌ
入りとする。 

2 －124 紅花油 本 ８００ｍｌ入りとする。 

2 －125 
ゆずしょうゆドレッ
シング 

本 ５００ｍｌペットボトル入りとする。 

2 －126 ナムプラー 本 １Ｌ入りとする。 
2 －127 ガラムマサラ 缶 ３５０ｇ程度とする。 
2 －128 チリパウダー 缶 ４５０ｇ程度とする。 
2 －129 イカスミソース 缶 ４号缶とする。 

2 －130 
タイ風イエローカレ
ーソース 

袋 ３ｋｇ入りとする。 

2 －131 
マサラ黒カレーソー
ス 

袋 ３ｋｇ入りとする。 

2 －132 カルボナーラソース 個 
１ １５０ｇ入りとする。 
２ 常温保存タイプとする。 

2 －133 サフラン 個 ５ｇ入りとする。 
2 －134 ピザソース 個 ２００ｇ入りとする。 
2 －135 丼のたれ 本 １．８Ｌ入りとする。 
2 －136 水あめ ｋｇ １ｋｇ入りとする。 
2 －137 テンメンジャン ｋｇ １ｋｇ入りとする。 

2 －138 玉葱ドレッシング 本 
ピエトロたまねぎと塩、１８０ｍｌ入
りとする。 

2 －139 
チョレギドレッシン
グ 

本 １本１Ｌボトル入りとする。 

2 －140 白 だ し 本 １本１.８Ｌ入りとする。 
2 －141 チリソース 本 １本１ｋｇ程度入りとする。 
2 －142 乾燥パセリ 缶 １缶８０ｇ入りとする。 
2 －143 スープカレーの素 袋 １袋５００ｇ入りとする。 
2 －144 紅芋パウダー 袋 １袋１ｋｇ入りとする。 
2 －145 白湯スープ 袋 １袋１ｋｇ入りとする。 
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2 －146 
コーンクリームスー
プの素 

ｋｇ 
粉末タイプで１ｋｇ入りの業務用とす
る。 

2 －147 
チキンコンソメスー
プの素 

袋 １袋５００ｇ入りとする。 

2 －148 
冷やしちゃんぽんス
ープ 

本 １袋１５００ｇ程度入りとする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 死後硬直中で腹部は、硬くしま
り、弾力があるものとする。 

２ 眼は、よく澄み外部に張り出して
いるものとする。 

３ 鱗は、そろい、えらは、血液の美
しい色彩のあるもとする。 

４ 肉は、赤身、白身とともに透明感
があり異臭のないものとする。 

５ 水揚直後に急速冷結されたものと
する。 

６ 冷結後４ヶ月以上又は、再冷結さ
れたものは、不可とする。 

3 － 1 さ   ば ｋｇ 
１ １尾５００～７００ｇ程度とす
る。 

２ ごまさばは、不可とする。 

3 － 2 あ   じ ｋｇ 
１ 体長２０ｃｍ前後のものとする。 
２ 真鯵以外は、不可とする。 

3 － 3 鰯 ｋｇ 
１ 体長２０ｃｍ前後のものとする。 
２ 真鰯以外は、不可とする。 

3 － 4 秋 刀 魚 ｋｇ 

１ 各１尾、大１６０ｇ、中１２０ｇ
前後のものとする。 

２ 特に指定しないかぎり大のものと
する。 

3 － 5 い さ き ｋｇ １尾１５０ｇ程度とする。 

3 － 6 鰹 ｋｇ 
１ １尾１．５ｋｇ以上のものとす
る。 

２ そうだかつおは、不可とする。 

3 － 7 鰹 刺 身 ｋｇ 

１ １本６００ｇ程度で刺身に整形さ
れたものとする。 

２ 真空パックにして冷凍されたもの
とする。 

3 － 8 鰹 た た き ｋｇ 
たたき用に整形し焼いたもので、その
他は３－７項に準ずる。 

3 － 9 鮪 ｋｇ 
１ 血合肉皮等を除き刺身用に整形さ
れたものとする。 

２ かじきまぐろは、不可とする。 
3 －10 甲 い か ｋｇ １杯２００ｇ程度とする。 

3 －11 いかソーメン ｋｇ 
やりいか、又はするめいかを使用した
ものとする。 

3 －12 ぶ   り ｋｇ 
１ 体長９０ｃｍ～１ｍ以内のものと
する。 

２ 刺身用とする。 

3 －13 鯛 ｋｇ 

１ レンコ、桜、真鯛のいずれかと
し、種類はその都度示す。 

２ １尾１５０～２００ｇ以内のもの
とする。 
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3 －14 ア マ 鯛 粕 漬 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －15 ピ ラ ス 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －16 い   か ｋｇ 
１ やりいか、するめいか以外は、不
可とする。 

２ １杯２５０ｇ程度とする。 

3 －17 開 き い か ｋｇ 
３－１６の内臓を除き開いたものとす
る。。 

3 －18 紋 甲 い か ｋｇ 
１ １枚１．５ｋｇ以上とする。 
２ 内臓を除いたものとする。 

3 －19 開 き キ ス ｋｇ 
１ 無頭、腹開きをしたものとする。 
２ １枚２０ｇ程度のものとする。 

3 －20 茹 た こ ｋｇ 鮮度良好で２ｋｇ程度とする。 

3 －21 味 付 た こ ｋｇ 
１ 茹でて味付けをしたものとする。 
２ １ｋｇ程度とする。 

3 －22 た ら 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －23 銀 鱈 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －24 メルルーサ切身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －25 さ わ ら 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －26 さ わ ら 西 京 漬 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －27 赤 ま ち ｋｇ 
鮮度良好で１尾３ｋｇ程度以上とす
る。 

3 －28 たちうお切身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －29 あ さ り ｋｇ 
１ 砂利、海藻等の雑物を含まないも
のとする。 

２ 生きたものとする。 
3 －30 冷 凍 あ さ り ｋｇ ３－２９に準じ冷凍したものとする。 

3 －31 あさりむき身 ｋｇ 
３－２９むき身にし冷凍にしたものと
する。 

3 －32 し じ み ｋｇ 
１ 砂利、海藻等の雑物を含まないも
のとする。 

２ 生きたものとする。 
3 －33 冷 凍 し じ み ｋｇ ３－３２に準じ冷凍したものとする。 

3 －34 う な ぎ 白 焼 ｋｇ 
１ 背開きにし、素焼きにした無頭の
ものとする。 

２ １切れ２００ｇ程度とする。 

3 －35 か れ い 切 身 ｋｇ 
１ 頭、内臓、尾鰭を除いたものとす
る。 

２ １切れ２００ｇ程度とする。 
3 －36 え   び ｋｇ １ 大正えびの冷凍したものとする。 
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２ 首のつけ根がしっかりして尾に弾
力があるものとする。 

３ １尾１１０ｇ程度とする。 

3 －37 む き え び ｋｇ 
１ １尾１５ｇ程度とする。 
２ １尾ずつグレースのかかったもの
とする。 

3 －38 生   鮭 ｋｇ 
北海道産の１尾５ｋｇ程度の雄とす
る。 

3 －39 鮎 ｋｇ １尾１００ｇ程度のものとする。 

3 －40 グ ル ク ン ｋｇ 
鱗、えら、内臓を除いた１尾１５０ｇ
程度のものとする。 

3 －41 秋 刀 魚 開 き ｋｇ 
３－４を背開きにし半干したものとす
る。 

3 －42 秋刀魚みりん干し ｋｇ 
３－４１をみりん干しにしたものとす
る。 

3 －43 あ じ 開 き ｋｇ 
１ ３－２を開き半干したものとす
る。 

２ １枚７０ｇ程度とする。 

3 －44 し し ゃ も ｋｇ 
体長１２ｃｍ前後で子持ちのものを天
日で半干ししたものとする。 

3 －45 塩 ま す ｋｇ ９００ｇ程度の青ますとする。 

3 －46 塩   鮭 ｋｇ 

１ １尾２～３ｋｇ程度の銀鮭とす
る。 

２ えら、内臓、血合を除いた新巻鮭
とする。 

３ ブナは、不可とする。 

3 －47 花 か つ お 袋 
１ ３－８を極薄く削ったものとす
る。 

２ １ｋｇ袋入りとする。 
3 －48 か つ お 節 ｋｇ 雄節とする。 

3 －49 し ら す 干 ｋｇ 
乾燥充分で形崩れのない白いものとす
る。 

3 －50 た ら こ ｋｇ 

１ 卵形が完全で特有の香りのあるも
のとする。 

２ 着色の強すぎるもの及び真鱈の子
は、不可とする。 

3 －51 塩 く ら げ ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
3 －52 さ ば フ ィ レ ｋｇ 鮮度良好で１枚１３０ｇ程度とする。 
3 －53 に し ん ｋｇ 鮮度良好で１尾２００ｇ程度とする。 
3 －54 虹 ま す ｋｇ 鮮度良好で１枚１２０ｇ程度とする。 
3 －55 ロ ー ル い か ｋｇ 鮮度良好で１枚１ｋｇ程度とする。 

3 －56 帆 立 む き 身 ｋｇ 
１ ６年もののひもなしとする。 
２ １個ずつグレースされたものとす
る。 

3 －57 ぶ り 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 
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3 －58 鮭 切 身 ｋｇ 
３－３８を１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －59 わ か さ ぎ ｋｇ 体長１２ｃｍ前後のものとする。 

3 －60 め ざ し ｋｇ 
体長１２ｃｍ前後の真鰯を半乾燥した
ものとする。 

3 －61 し め さ ば ｋｇ 
１ 真空パックされたものとする。 
２ １枚１４０ｇ程度のものとする。 

3 －62 開 き ほ っ け ｋｇ 鮮度良好で１枚２００ｇ程度とする。 
3 －63 辛 子 明 太 子 ｋｇ 鮮度良好品とする。 

3 －64 さ ば 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１２０ｇ程度のものでぶつ
切りにしたものとする。 

3 －65 赤 魚 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１４０ｇ程度で鱗を
除いたものとする。 

3 －66 赤 魚 粕 漬 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －67 なまり節 ｋｇ １本２００ｇ程度とする。 

3 －68 は ま ち ｋｇ 
鮮度良好でさしみ用に整形したものと
する。 

3 －69 ま す 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －70 メ バ ル 切 身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 

3 －71 ブラックタイガー ｋｇ 鮮度良好で冷凍品とする。 

3 －72 か じ き 切 身 ｋｇ 

１ クロカワカジキ又はカジキの切身
とする。 

２ 鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度と
する。 

3 －73 数 の 子 ｋｇ 鮮度良好で塩蔵したものとする。 

3 －74 かつおパック 袋 
１ 新鮮な鰹節を乾燥させ、極薄く削
ったものとする。 

２ ３ｇ×２０パック袋入りとする。 
3 －75 イ ク ラ ｋｇ 新鮮で風味が良好なものとする。 

3 －76 サ ー モ ン ｋｇ 
新鮮な刺身用で風味が良好なものとす
る。 

3 －77 寿 司 海 老 ｋｇ 冷凍で６Ｌサイズパック詰めとする。 

3 －78 ちりめんじゃこ ｋｇ 
新鮮なちりめんを十分に乾燥させたも
のとする。 

3 －79 干 し え び 袋 
１ 桜エビを十分に乾燥させ、形崩れ
のないものとする。 

２ ２０ｇ程度袋入りとする。 

3 －80 カラスガレイ切身 ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１３０ｇ程度とす
る。 

3 －81 縞 ほ っ け ｋｇ 鮮度良好で１枚２００ｇ程度とする。 
3 －82 (冷)さば味噌煮 袋 １袋１１０ｇ入りとする。 

3 －83 
トラウトサーモン
切身Ａ 

ｋｇ 
鮮度良好で１切れ１２０ｇ程度とす
る。 
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3 －84 
トラウトサーモン
切身Ｂ 

ｋｇ 鮮度良好で１切れ７０ｇ程度とする。 

3 －85 鮭 フ レ ー ク ｋｇ 焼鮭ほぐし身１ｋｇ入りとする。 
3 －86 か に ち ら し ｋｇ １個５００ｇ入りとする。 
3 －87 中華くらげ ｋｇ １ｋｇ入りとする。 
3 －88 海ぶどう ｋｇ 鮮度良好なものとする。 
3 －89 あじフィレ ｋｇ 鮮度良好で１枚１２０ｇ程度とする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 鮮度良好であり、製造後３日以内
のものとする。 

２ 防腐剤及び色素は、食品衛生法に
より許可されたもののみ使用したも
とする。 

３ 弾力性があり異味異臭及びネトの
ないものとする。 

4 － 1 紅 白 蒲 鉾 ｋｇ 
１ 白身魚を原料とし、でんぷんの混
和２０％以下のものとする。 

２ 板の重量は、検量外とする。 

4 － 2 焼 蒲 鉾 ｋｇ 
１ 市販品とする。 
２ ４－１の１項に準ずる。 

4 － 3 半   片 ｋｇ 
白身魚を原料とし、でんぷんの混和１
０％以下のものとする。 

4 － 4 竹   輪 ｋｇ 

１ 一様に焼けて弾力性に富み、上質
なものとする。 

２ １本５０ｇ程度とする。 
３ ４－１の１項に準ずる。 

4 － 5 だ て 巻 ｋｇ 
１ 鶏卵の混和２０％程度とする。 
２ ４－１の１項に準ずる。 

4 － 6 な る と 巻 ｋｇ 鮮度良好で市販品とする。 

4 － 7 さ つ ま 揚 ｋｇ 
魚のすり身にでんぷん２０％以下を混
和し、植物油で色よく揚げたものとす
る。 

4 － 8 ご ぼ う 巻 ｋｇ 
さつま揚げの材料でごぼうを芯に巻
き、油で揚げたものとする。 

4 － 9 い か 巻 ｋｇ 
さつま揚げの材料でいかを芯に巻き、
油で揚げたものとする。 

4 －10 かにかまぼこ ｋｇ 市販品のかに風味蒲鉾とする。 
4 －11 沖 縄 蒲 鉾 ｋｇ 鮮度良好で市販品とする 。 

4 －12 生 竹 輪 ｋｇ 
鮮度良好で市販品１００ｇ入りとす
る。 

4 －13 白蒲鉾 ｋｇ 
１ ４－１に準ずる 
２ 着色のないものとする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 牛肉 
（１）４～６歳の雄牛又は去勢雄牛の

肉とする。 
（２）肉は赤褐色で光沢を有し、発色

剤等の食品添加物を使用していな
いものとする。 

（３）適度な硬さと弾力があり、特有
の風味を有し異味臭のないものと
する。 

（４）死後硬直を終了しかつ肉質に異
味を認めず、他の獣肉の混入のな
いものとする。 

（５）と畜場法による合格品とする。 
   ２ 豚肉 

（１）肉は淡紅色で光沢を有し脂肪は
白く特有の風味を有するものとす
る。 

（２）適度な硬さと弾力があり、意味
異臭のないものとする。 

（３）発色剤等の食品添加物を使用し
ていないものとする。 

（４）死後硬直を終了しかつ肉質に異
味を認めず、他の獣肉の混入のな
いものとする。 

（５）と畜場法による合格品とする。 
   ３ 鶏肉 

（１）白色コーニッシュ種又は兼用種
のブロイラーとする。 

（２）脚部は灰紅色で、胸部はその白
色に近いものとする。 

（３）淡白な風味を有し、異味異臭の
ないものとする。 

（４）頭部、内臓及び羽毛等を完全に
除いたものとする。 

（５）鳥インフルエンザの感染、もし
くは感染の疑いのないものとす
る。 

   ４ その他 
（１）加工品については、ＪＡＳ規格

の合格品であることとする。 
（２）冷凍品について、冷凍食品の共

通項目に準じたものとする。 

5 － 1 牛 上 肉 ｋｇ 

１ 背ロース又は肩ロースとし、脂肪
分１５％以下で４～５㎏に成形され
たものとする。 

２ 特に指定しないかぎりリブロース
とする。 
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３ １枚１２０ｇ程度スライスとす
る。 

5 － 2 牛 中 肉 ｋｇ 

１ 背ロース又は肩ロースとし、脂肪
分１５％以下のものとする。 

２ ２ｍｍの厚さにスライスしたもの
とする。 

5 － 3 牛 も も 肉 ｋｇ 

１ 「うちもも」又は「しんたま」と
し、脂肪分２０％以下のものとす
る。 

２ スライスカット及びブロックは、
その都度示す。 

5 － 4 豚 上 肉 ｋｇ 

１ 背ロース又は肩ロースとし、脂肪
分２０％以下で２．５～３ｋｇに整
形されたものとする。 

２ 特に指定しないかぎりＢロースと
する。 

３ １枚１２０ｇ程度スライスとす
る。 

5 － 5 豚 中 肉 ｋｇ 

１ 背ロース又は肩ロースとし、脂肪
分２０％以下のものとする。 

２ ２ｍｍの厚さにスライスしたもの
とする。 

5 － 6 豚   骨 ｋｇ 新鮮でスープに適したものとする。 

5 － 7 豚 レ バ ー ｋｇ 

１ 放血充分で異味異臭のないものと
する。 

２ と殺後２４時間以内の低温保存し
たものとする。 

5 － 8 豚 挽 肉 ｋｇ ５－４をミンチにしたものとする。 

5 － 9 合 挽 肉 ｋｇ 
牛中肉５０％、豚中肉５０％をミンチ
し混和したものとする。 

5 －10 牛 挽 肉 ｋｇ ５－２をミンチにしたものとする。 

5 －11 鶏   肉 ｋｇ 

１ 首を除去し、足をけづめの直上で
切断し内臓及び横隔膜等を除いたも
のとする。ただし首の皮２／１を残
すものとする。 

２ １羽分１．２～１．３ｋｇ以内の
ものとする。 

5 －12 鶏 若 も も肉 ｋｇ 

１ 大腿関節で分割し、足関節で切断
したものとする。（骨付きもも肉３
型） 

２ １本２３０～２５０ｇ以内のもの
とする。 

5 －13 鶏 正 肉 ｋｇ 
１ 骨抜きしたもも肉とする。 
２ １羽分２５０ｇ前後のものとす
る。 

5 －14 鶏 さ さ み ｋｇ 
鮮度良好で生後１年未満のものとす
る。 
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5 －15 鶏   骨 ｋｇ 
頭、足を除いた新鮮でスープに適した
ものとする。 

5 －16 鶏 手 羽 肉 ｋｇ 上腕から指先までの全部とする。 

5 －17 鶏 手 羽 中 ｋｇ 
手羽先の先端の一部を除いたものとす
る。 

5 －18 ベ ー コ ン ｋｇ 

１ 豚ベーコンで１枚１５ｇ程度とす
る。 

２ 赤肉と脂肪層が交互に３層になり
燻煙のきいたものとする。 

３ ３ｍｍにスライスしたものとす
る。 

5 －19 プ レ ス ハ ム ｋｇ 

１ 豚肉を材料とし、豚の脂肪を加え
製造されたものとする。 

２ 肉質と包装の間に水分浸出してい
ないものとする。 

5 －20 ロ ー ス ハ ム ｋｇ 

１ 豚肉のロースを材料としたボンレ
スハムとする。 

２ ３ｍｍスライスにしたものとす
る。 

5 －21 
ウインナーソーセ
ージ 

ｋｇ 
１本の長さは５ｃｍ程度の粗挽きタイ
プとする。 

5 －22 
フランクフルトソ
ーセージ 

ｋｇ １本５０ｇ程度とする。 

5 －23 サラミソーセージ ｋｇ 
１ 牛及び豚肉とその脂肪を材料とし
て乾燥燻煙の充分なものとする。 

２ １本２００ｇ程度とする。 

5 －24 焼   豚 ｋｇ 
豚もも肉を使用し、特有な燻煙の香り
があり異味異臭のないものとする。 

5 －25 ラ   ム ｋｇ 

１ レッグ、ロイン又はリブのいずれ
かの部位とし、畜産物取引規格によ
る合格品とする。 

２ 採毛種としてのメリノ種及びマト
ンと称する老廃羊肉は不可とする。 

３ ３ｍｍにスライスしたものとす
る。 

5 －26 豚 角 切 肉 ｋｇ 
５－４を２ｃｍの角切りにしたものと
する。 

5 －27 豚 ば ら 肉 Ａ ｋｇ 骨を除いた三枚肉の塊とする。 
5 －28 豚 も も 肉 ｋｇ ２ｍｍにスライスしたものとする。 

5 －29 豚 も つ ｋｇ 

１ 肺及び胆のうを除いた内臓とす
る。 

２ 消化器の中に食物が残っていない
ものとする。 

5 －30 鶏 手 羽 も と ｋｇ 
１ 上腕部分、別名「ウイングスティ
ック」とする。 

２ １本３５ｇ以上のものとする。 
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5 －31 牛 ソ ー キ 骨 ｋｇ 
牛あばら肉をステーキ用にカットし
１．５～２ｃｍの厚さで納品するもの
とする。 

5 －32 豚 ソ ー キ 骨 ｋｇ 
豚あばら肉を５ｃｍ角に切ったものと
する。 

5 －33 豚 ば ら 角 肉 ｋｇ 
５－２４を３ｃｍ角切りにしたものと
する。 

5 －34 鶏 挽 肉 ｋｇ ５－１２をミンチにしたものとする。 

5 －35 牛 す じ ｋｇ 
鮮度良好でおでん用に適した大きさの
ものとする。 

5 －36 ボンレスハム ｋｇ 
鮮度良好で１ｃｍの厚みでカットし、
四角形にして納品するものとする。 

5 －37 鶏チューリップ ｋｇ 
１ 手羽先をフラワーにしたものとす
る。 

２ １本３０～４０ｇ程度とする。 

5 －38 豚 ば ら 肉 Ｂ ｋｇ 
５－２４を２ｃｍの厚さにスライスし
たものとする。 

5 －39 牛 ば ら 角 肉 ｋｇ ３ｃｍ角切りカットしたものとする。 

5 －40 牛 角 肉 ｋｇ 
５－２を３ｃｍ角切りカットしたもの
とする。 

5 －41 骨つき鶏もも肉 ｋｇ 
鮮度良好で２３０～２５０ｇ程度のも
のとする。 

5 －42 牛 た た き ｋｇ 

１ 牛ランプ肉を材料とし、３～４ 
ｍｍにスライスされたものとする。 

２ 焼き加減、鮮度共に良好なものと
する。 

5 －43 牛 レ バ ー ｋｇ ５－７に準ずる。 

5 －44 牛 カ ル ビ 肉 ｋｇ 
鮮度良好で骨を除いた「ともバラ」部
分を５ｍｍ程度にスライスされたもの
とする。 

5 －45 豚 ば ら 肉 Ｃ ｋｇ 
５－２４を２ｍｍの厚さにスライスし
たものとする。 

5 －46 豚 白 モ ツ ｋｇ 鮮度良好で中身部分のものとする。 

5 －47 牛 ば ら 肉 ｋｇ 
鮮度良好で「肩バラ」の部分をこま切
れされたものとする。 

5 －48 鶏 モ ツ ｋｇ 

１ 肺及び胆のうを除いた内臓とす
る。 

２ 消化器の中に食物が残っていない
ものとする。 

5 －49 
ベーコン(ブロッ
ク) 

ｋｇ ５－８をブロックにしたものとする。 

5 －50 
(冷)蒸し鶏ほぐし
身 

ｋｇ ５００ｇ袋入りとする。 

5 －51 合鴨ロース ｋｇ 
１ １個２００ｇ程度とする。 
２ 真空パック製品とする。 

5 －52 てびち ｋｇ 
骨付き毛処理済みで１個２００ｇ程度
とする。 
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5 －53 豚しゃぶ肉 ｋｇ 
豚ばら肉をしゃぶしゃぶ用にスライス
したものとする。 

5 －54 牛しゃぶ肉 ｋｇ 
肩ロースでしゃぶしゃぶ用にスライス
したものとする。 

5 －55 牛もつ ｋｇ 鮮度良好で鍋用のものとする。 
5 －56 牛骨 ｋｇ 新鮮でスープに適したものとする。 
5 －57 鶏手羽先 ｋｇ 手羽から手羽元を除いたものとする。 

5 －58 アグー豚肉 ｋｇ 

１ 背ロース又はＢロースとし、脂肪
分２０％以下で２．５～３ｋｇに整
形されたものとする。 

２ 特に指定しないかぎりＢロースと
する。 

３ １枚１２０ｇ程度のスライスとす
る。 
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番 号 品 名 単位 規     格 

6 － 1 牛   乳 個 

１ 牛乳及び乳製品の成分規格等に関
する厚生労働省の加工乳に該当し、
牛乳と称するものとする。 

２ 内容量は、次のとおりとする。 
  牛乳Ａ＝９４６ｍｌ 
  牛乳Ｂ＝２３７ｍｌ 
  牛乳Ｃ＝１８０ｍｌ 

6 － 2 生 牛 乳 個 
１ 成分無調整乳とする。 
２ ６－１の２項に準ずるものとす
る。 

6 － 3 乳 飲 料 Ａ 個 
１ 牛乳もしくは脱脂乳にコーヒーを
加えたものとする。 

２ １８０ｍｌ入りとする。 

6 － 4 乳酸菌飲料Ａ 個 
１ ヤクルト同等品以上とする。 
２ ６５ｍｌポリエチレン容器入りと
する。 

6 － 5 は っ 酵 乳 Ａ 個 

１ ヤクルトジョア同等品以上とす
る。 

２ １２５ｍｌポリエチレン容器入り
とする。 

6 － 6 スキムミルク 個 
１ 厚生労働省の脱脂粉乳に該当する
ものとする。 

２ ３５０ｇ缶又は紙箱入りとする。 

6 － 7 バ タ ー 個 
１ 厚生労働省のバターに該当するも
のとする。 

２ １個４５０ｇ程度とする。 
6 － 8 マ ー ガ リ ン 個 １個２２５ｇ入り程度とする。 

6 － 9 チ ー ズ 個 
１ 厚生労働省令のプロセスチーズに
該当するものとする。 

２ １個２２５ｇ入り程度とする。 

6 －10 スライスチーズ 個 

１ ６－９の１項に準ずるものとす
る。 

２ １枚２０ｇで８枚パック包装した
ものとする。 

6 －11 ベビーチーズ 個 
１ ６－９の１項に準ずるものとす
る。 

２ １個２８ｇ程度とする。 

6 －12 粉 チ ー ズ 個 

１ パルメザンチーズを原料とし、乾
燥充分で固まっていないものとす
る。 

２ １個８０ｇ入り程度とする。 

6 －13 アイスクリーム 個 

１ 厚生労働省令のアイスクリームに
該当するものとする。 

２ 種類及び内容量は、その都度示
す。 
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6 －14 固形ヨーグルト 個 

１ 厚生労働省令のはっ酵乳に該当
し、甘味料を加えていないものとす
る。 

２ １個９５ｇ入りとする。 

6 －15 鶏   卵 ｋｇ 

１ 卵殻に光沢のないザラザラしたも
のとする。 

２ 破損及び不潔品にないものとす
る。 

３ １個６５ｇ程度のＭサイズとす
る。 

6 －16 
プレーンヨーグル
ト 

個 

１ 厚生労働省のはっ酵乳に該当し、
甘味料及び硬化剤等を使用していな
いものとする。 

２ １個５００ｍｌ入りとする。 
6 －17 プ リ ン 個 内容量が１００ｍｌ入りとする。 

6 －18 乳酸菌飲料Ｂ 個 
１ ヤクルトエース同等品以上 
２ ８０ｍｌポリエチレン容器入りと
する。 

6 －19 
ビフィズスヨーグ
ルト 

個 内容量が１８０ｍｌ入りとする。 

6 －20 は っ 酵 乳 Ｂ 個 
１ 内容量１００ｍｌ入りとする。 
２ ソフール（プレーン）同等品以上
とする。 

6 －21 オレンジゼリー 個 内容量が６０ｇ入りとする。 

6 －22 
シークァーサーゼ
リー 

個 内容量が１００ｇ入りとする。 

6 －23 
シークァーサージ
ュース 

個 内容量が９４６ｍｌ入りとする。 

6 －24 飲むヨーグルト 個 内容量が９０ｍｌ入りとする。 

6 －25 う ず ら 卵 ｋｇ 
１ ６－１５の２項に準ずるものとす
る。 

２ １個１０ｇ程度とする。 
6 －26 卵 豆 腐 個 内容量が８０ｇ入り程度とする。 
6 －27 生 ク リ ー ム 個 内容量が２００ｍｌ入り程度とする。 

6 －28 乳酸菌飲料Ｃ 個 

１ 内容量が８０ｍｌ入り程度とす
る。 

２ ヤクルトエース同等品以上とす
る。 

6 －29 茶 碗 蒸 個 

１ 内容量が１３５ｇ入り程度とす
る。 

２ 特に指定がない場合は、松茸味と
する。 

6 －30 スライスチーズＢ 個 

１ ６－９の１項に準ずるものとす
る。 

２ １枚２０ｇで１０枚パック包装し
たものとする。 
３ 溶ろけるタイプとする。 

6 －31 エ バ ミ ル ク 個 無糖練乳 411ｍｌ程度缶入りとする。 
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6 －32 コンデンスミルク 個 
加糖練乳で内容量２００ｇ入り程度と
する。 

6 －33 ミルクプリン 個 内容量が２００ｇ入り程度とする。 
6 －34 ピザ用チーズ 袋 内容量が３２０ｇ入り程度とする。 

6 －35 
ソフトホイップバ
ター 

個 
ポーションタイプで７ｇ×４０個入り
とする。 

6 －36 
ダイスカットチー
ズ 

ｋｇ プロセスダイスカット８ｍｍとする。 

6 －37 ミ ル ミ ル 個 １００ｍｌ入りとする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 

7 － 1 大   豆 ｋｇ 

１ ２等合格品とする。 
２ 病害虫がなく、粒が揃い雑物の混
入していない乾燥良好なものとす
る。 

３ １ｋｇ入りとする。 

7 － 2 小   豆 ｋｇ 

１ 品種が特に指定しないかぎり大納
言とする。 

２ 上記に該当しない場合は、７－１
に準ずるものとする。 

7 － 3 豆   腐 ｋｇ 

１ 木綿豆腐とする。 
２ 出来上がり後１時間以上水で冷し
たものとする。 

３ 破損及び異味異臭のないものとす
る。 

４ 納品当日製造されたものとする。 

7 － 4 絹 ご し 豆 腐 丁 
７－３に準ずる１丁２５０ｇパック入
りとする。 

7 － 5 焼 豆 腐 ｋｇ 

１ ７－３を厚く切り、焼き目をつけ
たものとする。 

２ 上記に該当しない場合は、７－３
に準ずるものとする。 

7 － 6 油   揚 ｋｇ 

１ ７－３を薄く切り、油で揚げたも
のとする。 

２ 異味異臭がなく、油ぎれの良いも
のとする。 

３ １枚１５ｇ程度とする。 
7 － 7 す し 揚 ｋｇ ７－６に準じ、１枚７ｇ程度とする。 

7 － 8 生   揚 ｋｇ 

１ ７－３を厚く切り、油で揚げたも
のとする。 

２ 異味異臭がなく、油ぎれの良いも
のとする。 

３ １枚２００ｇ程度とする。 

7 － 9 納   豆 ｋｇ 

１ 大豆をよくはっ酵させた風味良好
にして異味異臭のない糸引き納豆と
する。 

２ １パック５０ｇ入りとし、冷凍は
可とする。 

7 －10 が ん も ど き ｋｇ 

１ ７－３を主原料とし人参、ごぼ
う、昆布、ごま等の具を４種類以上
混入したものとする。 

２ １個５０ｇ程度とする。 
３ 納品当日、又は前日製造されたも
のとする。 

7 －11 お か ら ｋｇ 
１ 硬く絞り、異味異臭のないものと
する。 

２ 納品当日製造されたものとする。 
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7 －12 豆   乳 個 

１ ７－１を主原料としたものとす
る。 

２ ２００ｍｌ入りとする。 
３ 種類は、その都度示す。 

7 －13 き な 粉 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
7 －14 ゆし豆腐 袋 １ｋｇ程度袋入りとする。 

7 －15 ジーマミー豆腐 個 
１ １２０ｇ程度入りとする。 
２ タレ付きとする。 

7 －16 くるみ ｋｇ 剥きくるみ（煎り）とする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 「生鮮」で、鮮度良好品とする。 
２ 各品種特有の色沢、形状を有し大
きさが一様に揃っており異品種の混
入のないものとする。 

３ 病害虫、枯れ葉、泥土等異物のな
いものとする。 

４ とう、変色、すの入ったものや変
形、折れ傷のものを除くものとす
る。 

５ 水洗いし、水切り完全なものとす
る。 

8 － 1 白   菜 ｋｇ 

１ 葉は、なるべく白く硬く巻かれ、
重みのあるものとする。 

２ １玉１．５ｋｇ以上のものとす
る。 

8 － 2 キ ャ ベ ツ ｋｇ 
１ 葉は、厚みと光沢があり、身のし
まったものとする。 

２ １玉１ｋｇ以上のものとする。 

8 － 3 紫 キ ャ ベ ツ ｋｇ 
８－２に準じ、１玉５００ｇ程度とす
る。 

8 － 4 大   根 ｋｇ 

１ 大きさの揃った湾曲していない艶
のあるものとする。 

２ 長さ２５ｃｍ、太さ５ｃｍ以上の
ものとする。 

３ 葉は、５ｃｍ程度残して納品とす
るが検量外とする。 

8 － 5 白   葱 ｋｇ 

１ 根元から葉の分岐までが白く長い
ものとする。 

２ 緑葉に褐色の斑点等がないものと
する。 

３ 太さ２．５ｃｍ前後のものとす
る。 

8 － 6 小   葱 ｋｇ 
１ 「あさつき」とする。 
２ 葉鞘部から葉先近くまで管状のも
のとする。 

8 － 7 玉   葱 ｋｇ 

１ 皮を除いたものとする。 
２ 硬くしまり発芽していないものと
する。 

３ Ｌサイズ（１個２９９ｇ程度）の
ものとする。 

４ 腐敗凍結等のないものとする 

8 － 8 レ タ ス ｋｇ 

１ 玉レタス（クリプスヘッド型）と
する。 

２ さわると弾力を感じる程度の硬さ
の結球レタスで根元の切り口が褐色
化していないものとする。 
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8 － 9 胡   瓜 ｋｇ 

１ 表皮は、薄く真っすぐなものとす
る。 

２ 果肉の軟化していないものとす
る。 

３ １本１００～１３０ｇ程度とす
る。 

8 －10 ピ ー マ ン ｋｇ 

１ 果肉は、厚くして軟らかくツヤツ
ヤしたものとする。 

２ 特に指定していない限り緑色のも
のとする。 

３ １個３０ｇ程度のものとする。 

8 －11 茄   子 ｋｇ 

１ 表皮は、軟らかく紫黒色で艶があ
るものとする。 

２ 丸形（民田・巾着）以外の品種と
する。 

３ １個６０ｇ～１００ｇ以内のもの
とする。 

8 －12 セ ロ リ ー ｋｇ 
１ 根元から第一関節までが長いもの
とする。 

２ １株５００ｇ以上のものとする。 

8 －13 ト マ ト ｋｇ 

１ 色鮮やかで完熟していないものと
する。 

２ 桃色種に属し、１個２５０ｇ前後
のものとする。 

8 －14 ほ う れ ん 草 ｋｇ 

１ 葉は濃緑色で茎部は赤く草丈２０
～２５ｃｍ程度の軟らかいものとす
る。 

２ 根部は、検量外とする。 

8 －15 ク レ ソ ン ｋｇ 
１ 草丈は２０～３０ｃｍ以内のもの
とする。 

２ 根部は、検量外とする。 

8 －16 春   菊 ｋｇ 
１ 草丈は２０ｃｍ程度の中葉種のも
のとする。 

２ 根部は、検量外とする。 

8 －17 山 東 白 菜 ｋｇ 

１ 茎は白く幅が広く、葉は薄緑色で
平たく葉先は丸くて刻みのないもの
とする。 

２ 草丈は、２０ｃｍ程度のものとす
る。 

8 －18 た あ さ い ｋｇ 

１ 茎は純白で肉が厚く、基部は太く
湾曲し上部は細くシャクシ状のもの
とする。 

２ 雪白体菜とする。 
8 －19 大 根 菜 ｋｇ 大根の間引き菜とする。 

8 －20 パ セ リ ｋｇ 

１ 鮮やかな緑色で葉先の良くちぢれ
たものとする。 

２ １束１００ｇに束ねて納品するも
のとする。 
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8 －21 に   ら ｋｇ 

１ 葉は、平たく軟らかいものとす
る。 
２ 濃緑色で葉先に黄変のないものと
する。 

8 －22 み つ ば ｋｇ 

１ 茎は、多少赤みをおびているもの
とする。 

２ 草丈は２０ｃｍ程度のものとす
る。 

8 －23 サ ラ ダ 菜 ｋｇ 
１ バターヘッド型とする。 
２ 葉は、軟らかく半結球のものと
し、バターレタスでも可とする。 

8 －24 小 松 菜 ｋｇ 
１ 本葉は、５～６枚以上に成長した
濃緑色のものとする。 

２ 根部は、検量外とする。 

8 －25 も や し ｋｇ 
１ 緑豆又はブラックマッペを発芽さ
せたものとする。 

２ 異味異臭のないものとする。 

8 －26 ラ デ ィ シ ュ ｋｇ 

１ 鮮やかな赤色で、丸く形の整った
ものとする。 

２ 葉付きで納入するが、葉は検量外
とする。 

３ １個２５ｇ程度で、コメット種と
する。 

8 －27 人   参 ｋｇ 

１ 鮮やかな赤褐色で、中心部まで赤
く肩が丸く太く短い芯のないものと
する。 

２ １本２００ｇ以上の五寸人参とす
る。 

8 －28 ご ぼ う ｋｇ 

１ 表皮は、薄く真っすぐなものとす
る。 

２ 葉の付け根部分が割れていないも
ので、すの入っていないものとす
る。 

３ 直径２ｃｍ程度のもので、太すぎ
るものは不可とする。 

４ 泥付きのまま納品するものとす
る。 

8 －29 れ ん こ ん ｋｇ 

１ 肉質は軟らかく白色で切り口の穴
の小さいものとする。 

２ 黄色・褐色・黒色に変色したもの
は、不可とする。 

３ 直径４～６ｃｍ程度のものとす
る。 

8 －30 カリフラワー ｋｇ 

１ つぼみは白色で、硬くしまってい
るものとする。 

２ １株４００～５００ｇ以内のもの
とする。 

３ 外皮は、検量外とする。 
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8 －31 オ ク ラ ｋｇ 

１ 外皮の硬化前の未熟で軟らかいも
のとする。 

２ １本８ｃｍ程度の真っすぐに伸び
たものとする。 

8 －32 う   ど ｋｇ 

１ 白色で枝は少なく、軟らかく香り
の強いものとする。 

２ 直径３ｃｍ、長さ４０ｃｍ程度の
ものとする。 

8 －33 さやいんげん ｋｇ 

１ 細めでみずみずしく、ボキンと折
れた筋が残らないものとする。 

２ つる性丸さやの「ケンタッキーワ
ンダー」又は「衣笠」とする。 

8 －34 絹 さ や ｋｇ 

１ 中の粒がふくらみ始めた頃のもの
で、さやの萎縮していないものとす
る。 

２ 長さ６ｃｍ程度のものとする。 

8 －35 に ん に く ｋｇ 
外皮はしっかりし、薄皮に傷のない乾
燥良好なものとする。 

8 －36 生   姜 ｋｇ 

１ 肉質は軟らかく、繊維の少ない辛
味の強いものとする。 

２ 泥を洗い落とし乾燥良好なものと
する。 

8 －37 新 生 姜 ｋｇ 
根部は鮮紅色で長さ５ｃｍ程度のもの
とする。 

8 －38 生 椎 茸 ｋｇ 
1 形及び大きさのそろった傘の厚いも
のとする。 

２ 笠が８割程度開いたものとする。 

8 －39 し め じ ｋｇ 
１ ８－３８に準ずるものとする。 
２ １００ｇずつ包装されたものとす
る。 

8 －40 え の き 茸 ｋｇ 
１ 香味良好で新鮮なものとする。 
２ １握りずつ包装されたものとす
る。 

8 －41 筍 ｋｇ 

１ 皮に艶があり切り口が純白でみず
みずしく、ずんぐりした砲弾形のも
のとする。 

２ 特に指定のないかぎり「孟宗竹」
とする。 

8 －42 木 の 芽 ｋｇ 
１ 山椒の葉付きで枝先部分とする。 
２ 葉数７～９枚を１枝とする。 

8 －43 み ょ う が ｋｇ 

１ 香り高く繊維が少なく開花前のも
のとする。 

２ 水洗いし水気をよく切ったものと
する。 

8 －44 大   葉 束 

１ 葉は、良く縮れた黄変していない
青じそとする。 

２ １０枚１束で納品するものとす
る。 
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8 －45 苦   瓜 ｋｇ 
１ 完熟していない鮮緑色とする。 
２ １本１５０ｇ以上で極端に曲がっ
たものは、不可とする。 

8 －46 冬   瓜 ｋｇ 
１ 肉質の軟らかいものとする。 
２ １個２ｋｇ以上のものとする。 

8 －47 南   瓜 ｋｇ 

１ 水分が少なく、果肉及び皮が硬い
ものとする。 

２ 特に指定しないかぎり、西洋系と
する。 

３ １個１ｋｇ以上のものとする。 

8 －48 へ ち ま ｋｇ 
１ 完熟していない肉質の軟らかいも
のとする。 

２ 長さ３０ｃｍ程度のものとする。 

8 －49 枝   豆 ｋｇ 

１ 実入りがよく青色で、黄変してい
ないものとする。 

２ 鞘以外の不可食部は除き、納品す
る。 

8 －50 山   芋 ｋｇ 

１ 肉質は乳白色で表面が平たく、ひ
げ根のすくないものとする。 

２ １本５００ｇ以上のもので、長芋
とする。 

8 －51 馬 鈴 薯 ｋｇ 

１ １個１００ｇ以上の発芽していな
いものとする。 

２ 特に指定しないかぎり、「メイクィ
ーン」とする。 

8 －52 里   芋 ｋｇ 
１ 皮付きで、根及び親芋を除く泥付
きのまま子芋用品種とする。 

２ １個６０ｇ程度のものとする。 

8 －53 さつま芋 ｋｇ 

１ （早生）寿は、１個１００ｇ以上
のものとする。 

２ （晩生）農林系は、１個２００ｇ
以上のものとする。 

３ 特に指定しないかぎり、晩生とす
る。 

8 －54 こんにゃく ｋｇ 
１ 弾力性及び状況に富み、薄灰色で
異味異臭のないものとする。 

２ 水は、検量外とする。 

8 －55 つきこんにゃく ｋｇ 
１ ８－５４と同じ原料を使用し、紐
状に突き出し凝固させたものとする 

２ 水は、検量外とする。 

8 －56 し ら た き ｋｇ 

１ ８－５４よりも上質の原料を使用
し、糸状に突き出し凝固させたもの
とする。 

２ 水は、検量外とする。 

8 －57 サニーレタス ｋｇ 
１ リーフ型とする。 
２ 葉先が茶色がかり、縮れて結球し
ていないものとする。 
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8 －58 かいわれ大根 ｋｇ 
長さ８ｃｍ程度の真っすぐに伸びたも
のとする。 

8 －59 チ ン ゲ ン 菜 ｋｇ 
葉は緑色で艶があり、肉厚なものとす
る。 

8 －60 れんこん水煮 ｋｇ ８－２９を水煮にしたものとする。 

8 －61 ピ ク ル ス ｋｇ 
内容量が４８０ｇ程度瓶詰め入りとす
る。 

8 －62 山 菜 水 煮 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
8 －63 紅   芋 ｋｇ １個２００ｇ以上のものとする。 

8 －64 か ら し 菜 ｋｇ 
１ 色鮮やかなものとする。 
２ 根部は、検量外とする。 

8 －65 プ チ ト マ ト ｋｇ 
鮮紅色で甘みが強く、ほどよい酸味と
青臭さがあるもので、１固１０ｇ程度
のものとする。 

8 －66 し し と う ｋｇ 
へたを除いた長さが５～６ｃｍ程度の
色鮮やかなものとする。 

8 －67 か   ぶ ｋｇ 
１ きれいな球形をしており、水分豊
富なものとする。 

２ 直径５ｃｍ前後の小かぶとする。 

8 －68 とうもろこし ｋｇ 

１ 外皮がみずみずしく緑色で、ひげ
は、褐色で光沢がありふさふさした
ものとする。 

２ 粒は、よく詰まっており、張りの
あるものとする。 

8 －69 ふ き 水 煮 ｋｇ 
１ 瓶又は、袋入りとする。 
２ 水は、検量外とする。 

8 －70 舞   茸 ｋｇ 

１ 鮮度良好品で人工栽培されたもの
とする。 

２ １００ｇで包装されたものとす
る。 

8 －71 み ず 菜 ｋｇ 
１ 色鮮やかなものとする。 
２ 根部は、検量外とする。 

8 －72 グリーンアスパラ ｋｇ 
１ 色鮮やかなものとする。 
２ 長さ２０ｃｍ程度の真っすぐに伸
びたものとする。 

8 －73 スナップえんどう ｋｇ 

１ 中の粒がふくらみ始めた頃のもの
で、さやの萎縮していないものとす
る。 

２ 長さ６ｃｍ程度のものとする。 
8 －74 七草粥セット 個 １ 鮮度風味良好で葉は色鮮やかなも

のとし、根部は張りがあり端々しい
ものとする。 

２ 七種の葉菜類が容器にパック詰め
されたものとする。 

３ １個１００ｇ程度とする。 

8 －75 レッドオニオン ｋｇ 
１ 外皮は、乾燥充分で腐敗凍結等の
ないものとする。 
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２ 硬くしまし発芽していないものと
する。 

8 －76 な め こ ｋｇ 

１ 鮮度良好で人工栽培されたものと
する。 

２ １００ｇで包装されたものとす
る。 

8 －77 エ リ ン ギ ｋｇ 

１ 鮮度良好で人工栽培されたものと
する。 

２ １００ｇで包装されたものとす
る。 

8 －78 ジャンボピーマン ｋｇ 

１ 果肉は厚くして軟らかくツヤツヤ
したものとする。 

２ １個１００ｇ程度とする。 
３ 種類に関しては、その都度示す。 

8 －79 本 わ さ び ｋｇ 
１ 鮮度香味良好で人工栽培されたも
のとする。 

２ １本６０ｇ程度のものとする。 

8 －80 ピ ー ナ ッ ツ ｋｇ 

１ 風味乾燥良好でツヤツヤしたもの
とする。 

２ １２０ｇ程度袋入りのものとす
る。 

8 －81 菜 の 花 ｋｇ 

１ 特有の色沢、形状を有し大きさが
一様に揃っており異品種の混入のな
いものとする。 

２ 病害虫、枯れ葉、泥土等異物のな
いものとする。 

8 －82 細切たけのこ ｋｇ 
１ 筍を細切りにし、袋詰めしたもの
とする。 

２ １ｋｇで包装されたものとする。 

8 －83 バジル 個 

１ 鮮度良好で香味の良いものとす
る。 

２ １００ｇ程度でパック入りとす
る。 

8 －84 すだち ｋｇ 鮮度良好なものとする。 
8 －85 ハンダマ ｋｇ 葉が大きく色鮮やかなものとする。 
8 －86 ズッキーニ ｋｇ 鮮度良好なものとする。 
8 －87 フーチバー ｋｇ 鮮度良好で食用のものとする 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 新鮮にして枯葉病、害虫、腐敗、
萎び等がないものとする。 

２ 形及び粒は揃い、熟成度９０％程
度のものとする。 

9 － 1 み か ん ｋｇ 
ワックスを使用せず、表皮に艶があり
腰のすわったＭサイズのものとする。 

9 － 2 ネーブルオレンジ ｋｇ 

１ ワックスを使用せず、橙黄色で艶
と重量感のあるものとする。 

２ １個２２０～２５０ｇ程度のもの
とする。 

9 － 3 甘   夏 ｋｇ 

１ 黄色の艶があり、重量感のあるも
のとする。 

２ １個３５０～４００ｇ程度のもの
とする。 

9 － 4 は っ さ く ｋｇ ９－３に準ずる。 

9 － 5 グレープフルーツ ｋｇ 
１ ９－３の１項に準ずる。 
２ １個４００～４５０程度のものと
する。 

9 － 6 レ モ ン ｋｇ 

１ 果皮に艶があり、軟らかみを感じ
るものとする。 

２ ワックス処理されたものは、不可
とする。 

３ １個８０～１００ｇ程度のものと
する。 

9 － 7 桃 ｋｇ 

１ 打傷、斑点がなく色の濃い形の整
ったものとする。 

２ 「大久保」、「白風」のどちらかと
する。 

３ １個１９０～２２０ｇ程度のもの
とする。 

9 － 8 ぶ ど う ｋｇ 

品種別の規格は、下記のとおりとす
る。 
１ デラウェア 
（１）紫紅色で果皮は薄く、果肉は多

汁の種なしぶどうとする。 
（２）１房１００ｇ程度のものとす

る。 
２ 巨峰 
（１）濃紫黒色で、果肉のしまった大

粒のものとする。 
（２）１房１５０ｇ程度のものとす

る。 

9 － 9 い ち ご ｋｇ 

１ 粒が大きく変形の著しくないもの
とする。 

２ 良く熟したものとする。 
３ １個１５～２０ｇ程度のものとす
る。 
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品種は、加工用以外であれば特に指定
しない。 

9 －10 バナナ ｋｇ 

１ 皮は、黄色く軟らかみのあるもの
とする。 

２ 全体的に黒ずんでいるものは不可
とする。 

３ １本１４０～１６０ｇ程度のもの
とする。 

9 －11 梨 ｋｇ 

１ 品種は、「２０世紀」又は「新世
紀」のいずれかとし、特に指定のな
いかぎり「２０世紀」とする。 

２ １個２５０ｇ程度のものとする。 

9 －12 り ん ご Ａ ｋｇ 

１ 「スターキング」とする。 
２ 大きさは揃い、色が濃く、身はし
まり硬いものとする。 

３ １個２５０～３００ｇ程度のもの
とする。 

9 －13 り ん ご Ｂ ｋｇ 
１ 「ふじ」とする。 
２ ９－１２の１及び２項に準ずる。 

9 －14 り ん ご Ｃ ｋｇ 

１ 「むつ」とする。 
２ ９－１２の２項に準ずる。 
３ １個３００～４００ｇ程度のもの
とする。 

9 －15 干柿 ｋｇ 
１ 適度に乾燥し、型崩れのない軟ら
かいものとする。 

２ １個４０ｇ程度のものとする。 

9 －16 び   わ ｋｇ 
１ 薄毛は揃い、赤みのある丸いもの
とする。 

２ １個４０ｇ程度のものとする。 

9 －17 プリンスメロン ｋｇ 

１ 果皮は、青味の残った傷等のない
ものとする。 

２ １個４００～５００ｇ程度のもの
とする。 

9 －18 マスクメロン ｋｇ 
１ ネットは細かく揃い、花の落ちた
後の比較的大きいものとする。 

２ １個１ｋｇ程度のものとする。 

9 －19 西   瓜 ｋｇ 
１ 蔓の切り口が枯れていなく、指先
で軽く叩いて重い音のものとする。 

２ １個５ｋｇ程度のものとする。 

9 －20 キウイフルーツ ｋｇ 

１ 薄毛は揃い、打ち傷がなく完熟し
ていないものとする。 

２ １個８０～１００ｇ程度のものと
する。 

9 －21 パ イ ン ｋｇ 
１ 果肉はしまり、葉は青く張りのあ
るものとする。 

２ １個２ｋｇ程度の生食用とする。 

9 －22 プ ラ ム ｋｇ 
１ 果肉は紅色で傷等がなく、果肉は
しまりのあるものとする。 
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２ １個４０ｇ程度のものとする。 

9 －23 マ ン ゴ ー ｋｇ 

１ 果肉は黄色で、完熟していないも
のとする。 

２ １個３００～４００ｇ程度のもの
とする。 

9 －24 た ん か ん ｋｇ 
鮮度良好で表皮に艶があるものとし、
１５０～２００ｇ程度のものとする。 

9 －25 
アメリカンチェリ
ー 

ｋｇ 
鮮度良好で艶があり、紫紅色で甘みの
強いものとする。 

9 －26 柿 ｋｇ 
鮮度良好で艶があり、大きさ２２０～
２５０ｇ程度のものとする。 

9 －27 島 バ ナ ナ ｋｇ 

１ 皮は黄色く、軟らかみのあるもの
とする。 

２ １本１００～１３０ｇ程度のもの
とする。 

9 －28 伊 予 柑 ｋｇ 
鮮度良好で皮に艶があり、１個２５０
ｇ程度のものとする。 

9 －29 ゆ   ず ｋｇ 
１ 鮮度良好で青い実のものとする。 
２ １個５０～１００ｇ程度のものと
する。 

9 －30 ア ボ カ ド ｋｇ 
１ 鮮度良好で艶があり濃い青い実の
ものとする。 

２ １個１００ｇ程度のものとする。 

9 －31 ドライマンゴー 袋 
１ フリーズドライ製品とする。 
２ １ｋｇ袋入りとする。 

9 －32 シークヮーサー ｋｇ 
鮮度良好で１個３０ｇ程度のものとす
る。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 乾燥良好で、カビ等を認めないも
のとする。 

２ 異味異臭、異物の混入がなく、病
虫害を認めない 

 ものとする。 
３ 製造後３ヶ月以内のものとする。 
４ 賞味期限が納品より２ヶ月以上残
っているものとする。 

５ 収穫又は製造が季節により限定さ
れているものは、前収穫期もしくは
前製造期に製品化されたものとす
る。 

10 － 1 だ し 昆 布 ｋｇ 

１ 黒緑褐色の肉厚で艶のあるものと
する。 

２ 北海道産２等合格以上のものとす
る。 

10 － 2 蒸 し 昆 布 ｋｇ １００ｇ袋入りとする。 

10 － 3 味 付 の り ｋｇ 

１ 調味料で味付けされた海苔を８切
８枚カットし、包装されたものとす
る。 

２ １個８枚入りとする。 

10 － 4 焼 の り ｋｇ 

１ 形に歪み、穴あき等のないものと
する。 

２ 品質は、上級以上とし、全形１０
枚入りとする。 

10 － 5 青 の り 粉 ｋｇ 
磯に自生したものを乾燥したものとす
る。 

10 － 6 錦 糸 の り ｋｇ １０－４を細く切ったものとする。 

10 － 7 干 若 布 ｋｇ 
１ 水に戻すと軟らかく、濃緑色で着
色料を使用していないものとする。 

２ １袋１００ｇ入りとする。 

10 － 8 ひ じ き ｋｇ 
１ 黒褐色で、根及び枝等の太い部分
が混入していなものとする。 

２ 糸ひじきとする。 

10 － 9 あ お さ ｋｇ 
１ 鮮緑色で香りの強いものとする。 
２ その他の内容は、その都度示す。 

10 －10 寒   天 ｋｇ 
１ 白く透き通ったものとする。 
２ １袋２本入りとする。 

10 －11 切 干 大 根 ｋｇ 
１ 白く弾力のあるものとする。 
２ 漂白剤の臭いが残ってないものと
する。 

10 －12 か ん ぴ ょ う ｋｇ １０－１１に準ずる。 

10 －13 白 ご ま ｋｇ 
１ 炒りごまとする。 
２ １袋１ｋｇ入りとする。 

10 －14 黒 ご ま ｋｇ １０－１３に準ずる。 
10 －15 干 椎 茸 ｋｇ １ ８－３８を干したものとする。 
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２ ひび及び割れ等のないものとす
る。 

10 －16 レ ー ズ ン ｋｇ 
水分１０％前後で、密封された容器又
は袋に入ったものとする。 

10 －17 高 野 豆 腐 ｋｇ 乾燥良好なものとする。 

10 －18 ゆ   ば ｋｇ 
１ 干しゆばとする。 
２ 特に指定しないかぎり平ゆばとす
る。 

10 －19 結 び 昆 布 ｋｇ 乾燥し真結びにした袋入りとする。 
10 －20 も ず く ｋｇ 鮮度良好で塩水に漬けたものとする。 

10 －21 す り ご ま ｋｇ 
１ １０－１３をきめ細かくすり砕い
たものとする。 

２ 袋入りとする。 
10 －22 き く ら げ ｋｇ 乾燥良好な袋入りとする。 

10 －23 ふ り か け 個 
１ 小袋タイプ１．５ｇ入りとする。 
２ 味の種類は、その都度示す。 

10 －24 と こ ろ て ん ｋｇ 
１ たれとからし付きとする。 
２ ２００ｇ程度パック入りとする。 

10 －25 煮 干 し ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
10 －26 ふりかけＤ 袋 １袋２００ｇ入り。ゆかり味とする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 良質のしょう油と調味料を使用し
煮上げたものとする。 

２ 人工甘味料を使用しないものとす
る。 

３ 食品添加物は、食品衛生法の範囲
内とする。 

11 － 1 昆 布 佃 煮 ｋｇ 
１ １０－１を原料に軟らかく煮上げ
たものとする。 

２ 細切りにしたものとする。 

11 － 2 の り 佃 煮 ｋｇ 
１ ひとえぐさを主原料とし、香り高
く軟らかく煮上げたものとする。 

２ １瓶１８０ｇ入りとする。 

11 － 3 子 女 子 佃 煮 ｋｇ 
いかなごの稚魚を軟らかく煮上げたも
のとする。 

11 － 4 い か 塩 辛 ｋｇ 

１ ３－１６を主原料とし、適度な塩
味のものとする。 

２ いかごろで漬けたもので、麹（こ
うじ）を使用したものは、不可とす
る。 

11 － 5 田 作 り ｋｇ 
かたくちいわしを主原料とし、軟らか
く煮上げたものとする。 

11 － 6 昆 布 巻 ｋｇ 

１ １０－１を巻いてかんぴょうで結
んだものとする。 

２ １個１５～２０ｇ程度のものとす
る。 

11 － 7 鰹 角 煮 ｋｇ 
３－６を主原料とし、軟らかく煮上げ
たものとする。 

11 － 8 う ず ら 豆 ｋｇ 

１ 茶色地に赤黒い斑点のはっきりし
たものとする。 

２ 型崩れなく、軟らかく煮上げたも
のとする。 

11 － 9 松 前 漬 ｋｇ 
３－１６及び１０－１を主原料とし、
軟らかく煮上げたものとする。 

11 －10 ちらしすしの素 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
11 －11 黒 豆 煮 ｋｇ ２００ｇ程度パック入りとする。 
11 －12 青しばのり ｋｇ １ｋｇ入りとする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 塩加減、漬具合、風味等の良好な
ものとする。 

２ 食品添加物は、食品衛生法の範囲
内とする。 

３ 異味異臭及び異物等の混入のない
ものとする。 

４ 当規格表に合致した原料を使用し
たものとする。 

５ 漬け汁、糖、酒粕及び味噌等は、
検量外とする。 

12 － 1 沢 庵 漬 ｋｇ 

１ ８－４を使用し、パリパリと歯ご
たえのあるものとする。 

２ 鮮黄色で着色にむらのないものと
する。 

12 － 2 べ っ た ら 漬 ｋｇ 

１ ８－４を使用し、米麹で漬けたも
のとする。 

２ 歯ごたえと淡泊な風味のあるもの
とする。 

12 － 3 守 口 漬 ｋｇ 
守口大根を充分に乾燥し、昆布ととも
に漬けたものとする。 

12 － 4 白 菜 漬 ｋｇ 
８－１を使用し、塩漬後唐辛子と昆布
で本漬けにしたものとする。 

12 － 5 白 菜 朝 鮮 漬 ｋｇ 
８－１を使用し、塩漬後唐辛子、おろ
しにんにく等を加えて漬けた辛味の強
いものとする。 

12 － 6 楽 京 漬 ｋｇ 
粒揃いで肉質がしまり、歯ざわりが良
く変色していないものとする 

12 － 7 福 神 漬 ｋｇ 
カレーに適した茶色の福神漬で、１ｋ
ｇ袋入りとする。 

12 － 8 梅   干 ｋｇ 
下漬けした梅を数回にわたりよく干し
ながら漬けたものとする。 

12 － 9 か ぶ 漬 ｋｇ 
スライスして漬けたもので、株と葉の
比率は、８：２の割合とする。 

12 －10 高 菜 漬 ｋｇ 
新鮮な高菜を古漬けした、酸味のない
ものとする。 

12 －11 辛 子 漬 ｋｇ 
８－１５を使用し、青々としたものと
する。 

12 －12 野 沢 菜 漬 ｋｇ 
新鮮な野沢菜を使用し、青々としたも
のとする。 

12 －13 大 根 菜 漬 ｋｇ 
８－１９を使用し、青々としたものと
する。 

12 －14 紅 生 姜 ｋｇ 
８－３６を千切りにし、色良く漬けた
ものとする。 

12 －15 が り 生 姜 ｋｇ 
８－３６をスライスして、鮮明な桃色
に漬けたものとする。 

12 －16 な す 辛 子 漬 ｋｇ 
濃紫色の小なすを使用し、洋辛子の風
味の強いものとする。 
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12 －17 な す 漬 ｋｇ 
８－１１を使用し、鮮明な濃紫色に漬
けたものとする。 

12 －18 胡 瓜 漬 ｋｇ 
８－９を丸のまま漬け歯ごたえの良い
ものとする。 

12 －19 か っ ぱ 漬 ｋｇ 
８－９を厚くスライスし、生姜を加え
て歯ごたえ良く漬けたものとする。 

12 －20 九 ち ゃ ん 漬 ｋｇ ８－９を古漬けしたものとする。 

12 －21 胡 瓜 朝 鮮 漬 ｋｇ 
８－９を使用し塩漬けした後、唐辛子
粉、おろしにんにく等を加えて漬けた
もので辛味の強いものとする。 

12 －22 胡瓜のぬか漬 ｋｇ 
８－９を使用し、ぬか床に漬けた酸味
のないものとする。 

12 －23 奈 良 漬 ｋｇ 
しろうりを使用し、酒粕で漬けた歯ご
たえのあるものとする。 

12 －24 つ ぼ 漬 ｋｇ 
丸干大根を薄く切り、しょう油漬けに
したものとする。 

12 －25 キ ム チ ｋｇ 
大根、人参に唐辛子及びおろしにんに
く等を加えたものとする。 

12 －26 もやしキムチ ｋｇ 
８－２５を使用し、唐辛子及びおろし
にんにく等を加えて漬けたものとす
る。 

12 －27 し ば 漬 ｋｇ 
８－１１を主材料とし、しその葉、み
ょうが、唐辛子等を加えて漬けたもの
とする。 

12 －28 キ ャ ベ ツ 漬 ｋｇ 
８－２を使用し、少量の唐辛子粉を加
えて漬けたものとする。 

12 －29 た あ さ い 漬 ｋｇ 
柔軟なたあさいを塩漬けしたものとす
る。 

12 －30 卓 上 梅 干 ｋｇ 
梅むらさき２００ｇポリエチレン容器
入りとする。 

12 －31 中 華 メ ン マ ｋｇ １ｋｇパック入りとする。 
12 －32 青 菜 漬 ｋｇ 青菜を塩漬けにしたものとする。 
12 －33 山 菜 漬 ｋｇ １ｋｇパック入りとする。 
12 －34 ザ ー サ イ ｋｇ １ｋｇパック入りとする。 

12 －35 み そ 漬 ｋｇ 
８－４を使用し、味噌に漬けたものと
する。 



１３ 缶詰類 

41 

 

番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ ＪＡＳ規格合格品及び輸入食品缶
詰の標示に関す規則（全国食品缶詰
公正取引協議会規則第２号）に合致
したものとする。 

２ 缶詰本体及び梱包用のダンボール
箱等に傷、錆、汚染、変形等を認め
ないものとする。 

３ 製造後１年以内のものとする。 

13 － 1 み か ん 缶 缶 
４号缶、ライトシロップのＭサイズと
する。 

13 － 2 白 桃 缶 缶 
４号缶、ライトシロップで２つ割りの
ものとする。 

13 － 3 黄 桃 缶 缶 １３－２に準ずる。 

13 － 4 杏仁フルーツ缶 缶 
混合果実の１号缶、ライトシロップと
する。 

13 － 5 マッシュルーム缶 缶 ４号缶、スライスで水煮とする。 
13 － 6 な め こ 缶 缶 ４号缶、つぼみ（Ｍ）で水煮とする。 

13 － 7 スィートコーン缶 缶 
４号缶、ホールカーネルで水煮とす
る。 

13 － 8 パ イ ン 缶 缶 
４号缶、ライトシロップでスライスと
する。 

13 － 9 クリームコーン缶 缶 
４号缶、クリームスタイルで水煮とす
る。 

13 －10 ア ス パ ラ 缶 缶 
４号缶、ホワイトＭサイズで水煮とす
る。 

13 －11 ヤングコーン缶 缶 ４号缶、全形で水煮とする。 

13 －12 茹たけのこ缶 缶 
１号缶、全形Ｌサイズの孟宗竹で水煮
とする。 

13 －13 う ず ら 卵 缶 缶 ２号缶、水煮とする。 
13 －14 ギ ン ナ ン 缶 ７号缶、全形で水煮とする。 

13 －15 ツ ナ 缶 缶 
ツナ２号缶、油漬けのソリッドパック
とする。 

13 －16 さんま蒲焼缶 缶 角３号Ｂ、プルトップとする。 
13 －17 さばみそ煮缶 缶 ６号缶でプルトップとする。 
13 －18 さ ば 味 付 缶 缶 ３－１７に準ずる。 
13 －19 焼 と り 缶 缶 Ｔ２号缶とする。 
13 －20 い か 味 付 缶 缶 ３－１７に準ずる。 
13 －21 カ ニ 缶 缶 １００ｇ程度の水煮とする。 
13 －22 秋刀魚蒲焼缶 缶 Ｔ２号缶とする。 
13 －23 グリンピース缶 缶 ４号缶、水煮とする。 
13 －24 トマトジュース 缶 果汁１００％で１９５ｇ入りとする。 

13 －25 オレンジジュー缶 缶 
果汁２０％以上で２５０ｇ入りとす
る。 

13 －26 パインドリンク 缶 
果汁２０％以上で２５０ｇ入りとす
る。 
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13 －27 ピーチジュース 缶 
果汁２０％以上で２５０ｇ入りとす
る。 

13 －28 ウ ー ロ ン 茶 缶 ３４０ｇ入りとする。 
13 －29 ジャスミン茶 缶 ３４０ｇ入りとする。 

13 －30 レモンジュース 缶 
果汁１０％以上で２５０ｇ入りとす
る。 

13 －31 緑   茶 缶 ３４０ｇ入りとする。 

13 －32 リンゴジュース 缶 
果汁２０％以上で２５０ｇ入りとす
る。 

13 －33 野菜ジュース 缶 
充実野菜同等品以上で１９０ｇ入りと
する。 

13 －34 
にんにくしょう油
漬 

個 ３６０ｇ瓶入りとする。 

13 －35 ふ き 水 煮 缶 缶 ２号缶とする。 

13 －36 
シーチキンフレー
ク 

缶 ツナ２号缶とする。 

13 －37 な め 茸 茶 漬 個 ２００ｇ瓶入りとする。 
13 －38 は じ か み 本 １２０ｇ瓶詰め１５本入りとする。 
13 －39 コ ー ン ビ ー フ 缶 ３４０ｇ入り程度とする。 

13 －40 
ポークランチョン
ミート 

缶 ３４０ｇ程度入りとする。 

13 －41 大 豆 水 煮 缶 缶 ２００ｇ程度入りとする。 
13 －42 ミートソース缶 缶 １号缶とする。 
13 －43 ホワイトソース缶 缶 ２号缶とする。 
13 －44 鉄 板 焼 肉 缶 総量６５ｇ程度のプルトップとする。 
13 －45 赤 貝 味 付 缶 総量６５ｇ程度のプルトップとする。 

13 －46 トマトホール缶 缶 
総量４００ｇ程度で完熟トマトを無添
加で加工したものとする。 

13 －47 さんま磯風味缶 缶 ひじき入りＴ２号缶入りとする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 賞味期限が納品当日より３ヶ月以
上残っているものとする。 

２ カップ、袋又は梱包用ダンボール
箱に変形及び汚染等を認めないもの
とする。 

３ 内容物に湿気、変形及び崩れ等の
ないものとする。 

14 － 1 
インスタントラー
メン 

個 
袋入りとし、種類及び内容量等は、そ
の都度示す。 

14 － 2 カップうどん 個 品名及び種類等は、その都度示す。 
14 － 3 カップそば 個 品名及び種類等は、その都度示す。 
14 － 4 カップ焼そば 個 品名及び種類等は、その都度示す。 
14 － 5 カップラーメン 個 品名及び種類等は、その都度示す。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 賞味期限が納品当日より３ヶ月以
上残っているものとする。 

２ 乾燥良好で変質等がなく、香りの
良いものとする。 

15 － 1 ティーパック 袋 
緑茶、１個２ｇで１袋５００個入りと
する。 

15 － 2 玄米茶パック 袋 
玄米茶とし、その他は１５－１に準ず
る。 

15 － 3 麦 茶 パ ッ ク 袋 
麦茶とし、１個２５ｇで１袋１０個入
りとする。 

15 － 4 紅 茶 パ ッ ク 袋 紅茶とし、１袋２ｇ入りとする。 

15 － 5 
インスタントコー
ヒー 

個 
１ 粉末で瓶入りとする。 
２ 内容量は、その都度示す。 

15 － 6 コ  ー  ヒ  ー 個 
１ 豆を挽いたもので缶入りとする。 
２ 内容量２００ｇ入りとする。 

15 － 7 
クリーミングパウ
ダー 

個 瓶入りで、内容量は、その都度示す。 

15 － 8 乳 酸 菌 飲 料 本 
乳製品乳酸菌飲料（殺菌）５５０ｍｌ
入りでカルピス同等品以上とする。 

15 － 9 濃縮ジュース 本 種類及び内容量は、その都度示す。 

15 －10 炭 酸 飲 料 本 
１００ｍｌ瓶入りとし、品名はその都
度示す。 

15 －11 粉末清涼飲料 袋 
１Ｌ希釈用とし、品名は、その都度示
す。 

15 －12 練 り あ ん ｋｇ 
小豆を使用したもので袋入り又は缶入
りとする。 

15 －13 オレンジジュース 個 ２００ｍｌパック入りとする。 
15 －14 アップルジュース 個 ２００ｍｌパック入りとする。 
15 －15 レモンティー 個 ９４６ｍｌ入りとするとする。 

15 －16 栄養ドリンク 本 
１００ｍｌ瓶入りとし、品名は、その
都度示す。 

15 －17 麦 茶 パ ッ ク 袋 
１個１０ｇ１×５２個入り程度の冷水
用とする。 

15 －18 清 涼 飲 料 本 
５００ｍｌペットボトル入りとし、品
名はその都度示す。 

15 －19 野 菜 ジ ュ ー ス 個 ２００ｍｌ入りとする。 
15 －20 チョコレート 個 １個８０ｇ程度とする。 
15 －21 お茶漬けの素 袋 １袋５ｇ程度×８袋入りとする。 

15 －22 
シークヮーサー果
汁 

本 １本１.５Ｌボトル入りとする。 

15 －23 ポーションケーキ 個 
１ １個７０ｇ程度の冷凍ケーキとす
る。 

２ 種類は、その都度示す。 

15 －24 カットケーキ 個 
１個５００ｇ程度の冷凍ケーキとす
る。 
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15 －25 豆菓子 個 
節分用豆菓子６０ｇ程度袋入りとす
る。 

15 －26 缶コーヒー(無糖) 本 １本１８５ｇ、無糖ブラックとする。 
15 －27 缶コーヒー(微糖) 本 １本１８５ｇ、微糖とする。 

15 －28 水(災害用)A 本 
１本５００mlボトル入りとし、賞味期
限５年以上とする。 

15 －29 水(災害用)B 本 
１本１Lボトル入りとし、賞味期限５年
以上とする。 
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番 号 品 名 単位 規     格 
 

共 通 項 目 

 １ 植物性加工品 
（１）冷結前に酸素不活性のため熱処

理をされたものとする。 
（２）冷結は、－２５℃前後で行わ

れ、－１０℃以下で貯蔵されてい
るものとする。 

（３）納入前に解凍又は半解凍され、
再び冷結されたものは、不可とす
る。 

   ２ 動物性加工品 
（１）冷結は、－２５℃前後で行わ

れ、－２０℃以下で貯蔵されてい
るものとする。 

（２）納入前に解凍又は半解凍され、
再び冷結されたものは、不可とす
る。 

16 － 1 ハ ン バ ー グ ｋｇ １個１２０ｇ程度とする。 
16 － 2 ギ ョ ウ ザ ｋｇ １個２０ｇ程度とする。 
16 － 3 シ ュ ー マ イ ｋｇ １個２０ｇ程度とする。 
16 － 4 カニコロッケ ｋｇ １個６０ｇ程度とする。 
16 － 5 エビコロッケ ｋｇ １個６０ｇ程度とする。 
16 － 6 カレーコロッケ ｋｇ １個６０ｇ程度とする。 
16 － 7 クリームコロッケ ｋｇ １個６０ｇ程度とする。 
16 － 8 ミートボール ｋｇ １個２０ｇ程度とする。 
16 － 9 カ キ フ ラ イ ｋｇ １個３０ｇ程度とする。 
16 －10 イカリングフライ ｋｇ １個２５ｇ程度とする。 
16 －11 エ ビ フ ラ イ ｋｇ １個３０ｇ程度とする。 

16 －12 
ミックスベジタブ
ル 

ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 

16 －13 (冷)さやいんげん ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －14 白身魚フライ ｋｇ １個６０ｇ程度とする。 
16 －15 (冷) 里 芋 ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －16 (冷)ほうれん草 ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －17 (冷)切ごぼう ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －18 (冷)ブロッコリー ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －19 (冷) 南 瓜 ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －20 フレンチポテト ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －21 (冷)カリフラワー ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －22 (冷) 揚 げ な す ｋｇ １ｋｇ入りとする。 
16 －23 (冷) 絹 さ や ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －24 (冷)にんにくの芽 ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 
16 －25 チキンナゲット ｋｇ ５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 

16 －26 
(冷)グリーンアス
パラ 

ｋｇ 
５００ｇ又は１ｋｇ入りとする。 

16 －27 春 巻 き ｋｇ １個７０ｇ程度とする。 
16 －28 いわしフライ ｋｇ １枚７０ｇ程度とする。 
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16 －29 (冷)とろろ芋 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 
16 －30 (冷)きざみオクラ ｋｇ １ｋｇ入りとする。 
16 －31 (冷) 肉 ま ん ｋｇ １個７０ｇ程度とする。 
16 －32 (冷)オムレツ ｋｇ １個５０ｇ程度とする。 
16 －33 錦 糸 卵 ｋｇ １ｋｇ袋入りとする。 

16 －34 
ジャンボシューマ
イ 

ｋｇ １個３５ｇ程度とする。 

16 －35 厚 焼 卵 ｋｇ １個３００ｇ程度とする。 
16 －36 (冷)ハンバーグ ｋｇ １個１２０ｇ程度とする。 
16 －37 (冷)メンチカツ ｋｇ １個９０ｇ程度とする。 
16 －38 (冷)にんじん ｋｇ シャトーカット１ｋｇ入りとする。 
16 －39 かぼちゃロール ｋｇ １個４０ｇ程度とする。 
16 －40 ジャンボギョウザ ｋｇ １個３０ｇ程度とする。 
16 －41 冷凍うどん 個 １個２００ｇ程度とする。 
16 －42 冷凍中華めん 個 １個２００ｇ程度とする。 

16 －43 まぐろすり身 ｋｇ 
１ ５００ｇパック入りとする。 
２ 鮮度良好で色味のよいものとす
る。 

16 －44 エビピラフ ｋｇ 
業務用１ｋｇ袋入り、味の素製品同等
品とする。 

16 －45 手羽ギョウザ ｋｇ ２０個袋入りとする。 
16 －46 冷凍そば 個 １個２００ｇ程度とする。 

16 －47 パックご飯 個 
国産白米を使用し、１８０ｇ程度真空
容器入りとする。 

16 －48 冷やしぜんざい 個 ２３０ｇパック容器入りとする。 
16 －49 剥き栗 ｋｇ 半ボイル１ｋｇ袋入りとする。 
16 －50 ロールキャベツ ｋｇ １個５０ｇ程度とする。 
16 －51 串カツフライ ｋｇ １本５０ｇ程度とする。 
16 －52 アメリカンドッグ 本 １本１１０ｇ程度とする。 

16 －53 カップ味噌汁 個 
１ ２７ｇ程度カップ入りとする。 
２ 種類は、その都度示す。 

16 －54 レトルトカレー 個 
１ ２００ｇ程度レトルトパック入り
とする。 

２ 種類は、その都度示す。 

16 －55 レトルト牛丼 個 
２００ｇ程度レトルトパック入りとす
る。 

16 －56 レトルト中華丼 個 
２００ｇ程度レトルトパック入りとす
る。 

16 －57 とり釜飯の素 個 
１４ｇ程度レトルトパック入りとす
る。 

16 －58 
シーフードミック
ス 

ｋｇ 

１ ５００ｇ又は１ｋｇ袋入りとす
る。 

２ ３種類以上が均一に袋詰めされた
ものとする。 

16 －59 
ポテトベーコンミ
ックス 

ｋｇ 
味の素ポテト＆ベーコン１ｋｇ入りと
する。 

16 －60 (冷) 唐 揚 ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 
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16 －61 (冷) 水 餃 子 袋 
業務用１個１６ｇ×５０個入りとす
る。 

16 －62 
(冷)スクランブル
エッグ 

ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 

16 －63 昆布イリチー ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 
16 －64 ひ じ き 炒 煮 ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 
16 －65 大根イリチー ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 
16 －66 味付け肉だんご ｋｇ 業務用１ｋｇ袋入りとする。 

16 －67 
豆腐野菜ハンバー
グ 

ｋｇ １個５０ｇとする。 

16 －68 エ ビ チ リ ｋｇ １袋５００ｇ入りとする。 
16 －69 ジューシーの素 個 １８０ｇレトルトパック入りとする。 

16 －70 
レトルトマーボー
丼 

個 １個１８０ｇ入りとする。 

16 －71 レトルト牛たま丼 個 １個１８０ｇ入りとする。 
16 －72 レトルト親子丼 個 １個１８０ｇ入りとする。 

16 －73 
レトルトビビンバ
丼 

個 １個１００ｇ入りとする。 

16 －74 （冷）ピザ 袋 
１ マルゲリータ角形とする。 
２ １枚２１５ｇ程度とする。 

16 －75 あげ玉 袋 １ｋｇ袋入りとする。 
16 －76 （冷）焼なす 袋 １個５０ｇ×６個入りとする。 

16 －77 
フライドガーリッ
ク 

袋 １袋５００ｇ入りとする。 

16 －78 
パックご飯（アル
ファ米） 

個 
アルファ米（国産）を使用し、出来上
がり時２００ｇ程度真空容器入りとす
る。 

 


